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英国の欧州連合（ＥＵ）離脱のプロセスは、関税ゼロの自由貿易協定を柱とする貿易協力協定（Ｔ

ＣＡ）の下、大きな混乱を引き起こすことなく完了した。 

英国全体では、ＥＵ離脱のプロセスが完了しても、ＥＵを巡る分断の構図は変わらず、離脱を後悔

するブリグレット（Bregret＝British（英国の）と regret（後悔）を組み合わせた造語）の高まりも

見られない。20年 1月末の正式離脱後、世論調査では「ＥＵ離脱の決定は正しかったか、間違ってい

たか」1では「間違っていた」が平均 6ポイント、「今、国民投票が行われた場合、どうするか」2では

「残留」が平均 4ポイント優位にある。しかし、「英国はＥＵに再加盟すべきか、ＥＵ圏外に留まるべ

きか」では、「圏外に留まるべき」が平均 3ポイント優勢だ3（図表１）。 

 

図表１ ＥＵ離脱後のＥＵ加盟に関わる英国の世論調査の結果 

 

（注）What UK thinks による 20年 1月末の英国のＥＵ離脱後の世論調査結果の集計の平均値 （資料）What UK thinks 

 
1 https://whatukthinks.org/eu/questions/in-highsight-do-you-think-britain-was-right-or-wrong-to-vote-to-leave-the-eu/ 
2 https://whatukthinks.org/eu/questions/if-a-second-eu-referendum-were-held-today-how-would-you-vote/ 
3 https://whatukthinks.org/eu/questions/should-the-united-kingdom-join-the-european-union-or-stay-out-of-the-

european-union/ 
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一連の世論調査が示唆するのは、16年国民投票で残留を支持し、今も残留が望ましいと考えている

人々や、国民投票で離脱を支持したことを後悔していても、離脱という結果を覆すことまでは望んで

いない人が一定割合いるということだろう。 

 

しかし、ＥＵ離脱の結果に強い不満を抱き、覆そうという動きが、連合王国の分裂へと発展するリ

スクが高まっている地域がある。完全離脱と共に関税区域は英国、財の規制ではＥＵの単一市場に残

留する特区的位置づけとなった北アイルランドと、16 年の国民投票で残留支持が 62％と圧倒的多数

を占めたスコットランドだ。 

 

北アイルランドの特区化には、アイルランド国境の厳格な管理を回避し、英国の連合を重視するユ

ニオニストとアイルランド統一を望むナショナリストの緊張の高まりを防ぐ目的があるが、これまで

のところ上手く機能しているとは言い難い。グレートブリテン島からの物流に、通関手続きが必要と

なり、生鮮食品の出荷の遅延、不足が発生している。ユニオニストにとっては、特区化された恩恵よ

りも、完全離脱の犠牲となって英国から切り離された痛みを感じやすくなっている。 

1998年の「ベルファスト合意」では、北アイルランドとアイルランド共和国の双方で民意が示され

た場合には統一を認め、統一後、北アイルランドがＥＵの一部になることで合意が成立している。 

但し、投票が、向こう５年以内に実施される可能性は低い。アイルランド政府は 2025年までの任期

中の実施を否定、英国政府も同意している。北アイルランドでも、現時点で、早期の実施を主張して

いる地域政党はない。 

北アイルランドの地位見直しの機運は時間の経過とともに高まるだろう。英紙サンデー・タイムス

の委託により連合王国を構成する４地域で実施した世論調査4では、北アイルランドの地位に関する住

民投票（Border Poll）を実施した場合、「英国の一部」を支持する割合が 46.8％と、「統一アイルラ

ンドの一部」の 42.3％を上回る。しかし、18～44歳の年齢層では「統一アイルランドの一部」が 47％

で、「英国の一部」の 46％を逆転する。５年以内に住民投票を「実施すべき」とする割合も 50.7％で

「すべきでない」の 44.7％を上回った。さらに、10年以内に北アイルランドが独立し、アイルランド

と統一する「可能性が高い」と見る割合は 48％で、「可能性が低い」の 44％を上回った。 

 

他方、スコットランドでは、独立の是非を問う住民投票への動きが具体化しつつある。今年 5 月 6

日の議会選挙で、独立の是非を問う住民投票を掲げる与党・スコットランド民族党（ＳＮＰ）は地滑

り的な勝利を収める見通しだ。住民投票に関わる世論調査では、調査ごとにばらつきがあるものの、

直近まで 21 回連続で、独立賛成派が反対派を上回っている（図表２）5。英紙サンデー・タイムス委

託の４地域での世論調査6においても、スコットランドは独立国となるべきかへの回答では「はい」が

 
4  LT NI SUNDAY TIMES January 2021 - NI-Wide Poll(https://www.lucidtalk.co.uk/single-post/lt-ni-sunday-times-

january-2021-state-of-the-uk-union-poll) 
5  https://www.businessforscotland.com/author/polling-news/ 
6  https://www.drg.global/wp-content/uploads/Sunday-Times-Tables-for-publication-260121.pdf 

https://www.lucidtalk.co.uk/single-post/lt-ni-sunday-times-january-2021-state-of-the-uk-union-poll
https://www.lucidtalk.co.uk/single-post/lt-ni-sunday-times-january-2021-state-of-the-uk-union-poll
https://www.businessforscotland.com/author/polling-news/
https://www.drg.global/wp-content/uploads/Sunday-Times-Tables-for-publication-260121.pdf


 

 

3｜               ｜研究員の眼 2021-02-25｜Copyright ©2021 NLI Research Institute All rights reserved 

52％、「いいえ」が 48％で、特に 16～34 歳の若年層では「はい」が 71％を占め、逆に、55 歳以上で

は「いいえ」が 62％を占める傾向も顕著に顕れた（いずれも「わからない」を除いたベース）。 

2014年 9月のような法的拘束力のある住民投票の実施には、英議会からスコットランド議会への権

限委譲（Section 30 Order）7が必要になるが、ジョンソン首相は拒否している。ＳＮＰのスタージョ

ン党首は、権限委譲を受けて行う住民投票を「プランＡ」としつつ、それが認められない場合、「プラ

ンＢ」として、諮問的な住民投票を強行し、そこで示されたスコットランドの民意の合法性について、

裁判所に判断を仰ぐ構えもみせている8。議会選挙で、ＳＮＰが大勝した場合には、ジョンソン政権が

権限移譲を却下し続けるだけで、事態を収拾することは難しいと見られている。 

 

図表２ スコットランド世論調査：スコットランドは独立国となるべきか？ 

 

（注）各社の調査結果を時系列で示したもの。点線は平均値を示す（資料）各社世論調査 

 

スコットランドの独立機運を削ぐ有効な手段はあるのだろうか。 

14年の住民投票は、英政府が自治権拡大の方針を示すとともに、独立はスコットランドの経済的な

豊かさにも、ＥＵの再加盟にもつながらないという説得が効果を発揮した。直前の世論調査では、独

立賛成が反対を 7 ポイントも上回るような場面もありながら9、最終的に反対 55.3％という結果に落

ち着いた。原油高を前提とする独立推進派の財政見積もりは甘く、独立は年金の減額につながるリス

クがあること、スコットランドの財の輸出入の６割を占める連合王国との結び付きが重要であること、

通貨の面では、英国政府は、ポンドの継続利用を前提とする独立推進派の方針を否定、独立した新規

加盟国としてＥＵに加盟すればユーロ導入が義務になり、主権が制限されることも示唆した。そもそ

も独立国としてＥＵに加盟しようとしても、スペインのように分離独立問題を抱える国は、飛び火を

 
7  「1998 年スコットランド法」の第 30 条の通常は英国議会が有する権限をスコットランド議会に一時的に認める条項に

基づくため Section 30 Order と呼ばれる。 
8  専門家の間では、諮問的な住民投票については、合法だが、独立を実行することは非合法と見られている。また、法的

な正当性のある住民投票でなければ、独立反対派はボイコットする可能性が高く、投票率の面で合法性が疑われる事態が予

想されることから、「プランＢ」には反対も強い。 
9  
https://web.archive.org/web/20140915025140/http://www.icmresearch.com/data/media/pdf/2014_ST_scotland_poll.pdf 

https://web.archive.org/web/20140915025140/http:/www.icmresearch.com/data/media/pdf/2014_ST_scotland_poll.pdf
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おそれてスコットランドの加盟に反対するため、加盟国の全会一致の要件が満たされることはない、

つまり独立はＥＵからの離脱につながると警鐘が鳴らされた。 

しかし、ＥＵ離脱を強制された現在では、独立は、ＥＵ再加盟の道を拓く希望となる。ジョンソン

政権は、自治権の拡大や連邦化は否定しており、スコットランドの独立阻止の明確な戦略があるとは

言い難い。ジョンソン政権内の内紛で、連合王国の求心力維持のために立ち上げた「連合ユニット」

のトップに就任した首相の側近が僅か２週間で辞任に追い込まれるなど体制も定まらない。 

そもそも離脱キャンペーンを主導した首相とその側近らが、スコットランドのつなぎ留めに役立つ

と考えることに無理がある。世論調査でスコットランドにおける独立支持が不支持を上回るようにな

ったのはＥＵを正式離脱した後であり、スコットランドの民意を切り捨てた離脱の強行が、ジョンソ

ン首相の政治手法やコロナ対策への不満も加わって、スコットランドの独立機運を高めていると考え

られる。 

 

スコットランドの独立は経済的な打撃が大きいという独立反対派の主張は今も基本的に正しいが、

財政や年金、経済への打撃に関する試算は、独立阻止のための嘘と見る独立賛成派もいるだろう。「経

済的打撃は独立して主権を取り戻すコストとして敢えて受け入れる」という判断が加われば、独立支

持が過半を上回る可能性は十分にある。ちょうど英国が、主権の奪還のために、ＥＵからの「ハード

な離脱」へと進んだように。 

16 年のＥＵ離脱の是非を問う国民投票では、ジョンソン首相らが率いた離脱キャンペーン団体は、

ＥＵ離脱のコストを強調したキャメロン元首相らの残留キャンペーンを「恐怖プロジェクト」と揶揄

した。 

そのジョンソン政権が、スコットランドの独立機運を削ぐために、独立の経済的なコストを強調す

る「恐怖プロジェクト」に訴え、却ってスコットランドを独立に近づけてしまう皮肉な展開になるの

だろうか。 
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